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 小型浄化槽の運転状況と処理水質の実態調査（第1報） 

 

奥村早代子*1 東恵美子*1 肥塚利江*1 浅野和仁*2 

 

市町村によって管理されている、居住人数 3～5 人の 5 人槽、6 型式、15 基を調査した。消毒前処理水

については、総容量（流量調整等容量を含まない）が構造例示型の約 45％のモアコンパクト型を含むす

べての BOD が、浄化槽放流水の水質の技術上の基準である 20mg/L 以下であった。T-N は、除去性能を

持つ 11 基のうち 9 基が大臣認定値である 20mg/L 以下であった。消毒後処理水の大腸菌群数は、14 基が

基準値の 3,000 個/cm3以下であった。 

 

 キーワード：浄化槽、BOD、全窒素、大腸菌群 

 key words：johkasou, biochemical oxygen demand, total nitrogen, total coliforms  

   

わが国の生活排水処理施設整備は、これまで下水道

を中心にすすめられてきたが、下水道整備は多額の初

期費用が必要となり、地方財政を圧迫する一因となっ

ている 1）2）3）。一方で昭和 63 年に処理水の生物化学

的酸素要求量（BOD）20mg/L 以下の性能を持つ小型

浄化槽の構造が構造基準に追加（構造例示型）され、

平成 6 年からは浄化槽市町村整備事業が始まり公共施

設としての浄化槽による生活排水処理施設整備が始ま

った。 

浄化槽には上記の構造例示型と性能評価型がある。

性能評価型は、構造例示型と同等以上の性能を持つと

して、大臣認定を受けた浄化槽である。大阪府で新設

される浄化槽は、平成 21 年度以降は 99％以上を性能

評価型が占めている。性能評価型は、小容量化と処理

性能の高度化が行われており、型式ごとに構造、維持

管理作業内容が異なる。 

処理水 BOD は浄化槽法に基づく 7 条検査（使用開

始から 3～8 ヵ月経過時の検査）や 11 条検査（使用開

始 2 年目以降、1 年に 1 回の検査）などの法定検査で

確認される。 
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これまでに、7 条検査結果から、浄化槽放流水の性

能上の基準（BOD 20mg/L 以下）である割合は、人員

比（居住人数/人槽）が大きいほど小さくなり、型式に

よって適合率に差がある事が示されている 4）。さらに、

11 条検査結果から、市町村による管理と個人による管

理では、高度処理型浄化槽では市町村による管理の方

が BOD 平均値が低い事が示されている 5）。 

大阪府においては、7 条検査の受検率はほぼ 100％

と高いものの、11条検査の受検率は 7.3％（平成 25 年

度）と低い状況 6）であり、型式や人員比による解析が

行われていない。 

そこで、処理実態を確認するため、市町村管理によ

って浄化槽の維持管理が実施されている富田林市の協

力を得て、最小規模である 5 人槽を 3～5 人で使用して

いる浄化槽、6型式、15 基の処理水質を調査したので

報告する。 

 

調査方法 

 

1. 調査時期 

  調査と採水は平成 26 年 8 月の平日のおよそ午前 10

時から 12時の間に実施した。 

 

2. 調査浄化槽の概要 

調査浄化槽の概要を表 1 に示す。調査浄化槽は、す

べて住宅専用の 5 人槽である。 

浄化槽の構造種別として、BOD、全窒素（T-N）、 
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              表 1 浄化槽の概要 

 

 

浮遊物質（SS）共に性能評定値が 10mg/L以下のもの

を高度処理型、単独処理浄化槽の合併化を可能とする

設置スペースとして開発された超小容量型をモアコン

パクト型、それ以外の性能評価型をコンパクト型とし

て構造例示型と区別して示した。型式については構造

種別ごとの分類整理番号を作成して表示した。調査基

数は高度処理型が 1 型式で 8 件と最も多く、次いでコ

ンパクト型とモアコンパクト型が 2 型式で 3 件、構造

例示型が 1 型式で 1 件であった。 

居住人数は 3～5 人、清掃からの経過月数は 2～10

ヵ月で、使用年数は No.15を除いて、1年以上である。

通常の使用状態を調べるためには、1 年以上が経過し

て清掃実施済みの浄化槽を対象とするべきであるが、

大阪府内でも急速に設置割合が大きくなっているモア

コンパクト型の調査を実施するため、No.15 も対象と

した。 

各型式の槽容量について、構造例示型の S1 型の総

容量(3.021m3)に対する割合（％）を 1 次処理、2 次処

理、消毒槽を区別して図 1（ただし、ピークカット容

量および流量調整容量は除いた）に示す。総容量は、

構造例示型が最も大きく、モアコンパクト型の MCN1

型と MCN2 型が 50％以下で最小である。H1 型は高度

処理型であるが、構造例示型よりも総容量が小さい。 

1 次処理容量は H1 型＞S1 型＞CC1 型＞CC2 型≒

MCN1 型、MCN2 型との順に小さくなっている。H1

型、S1 型、CC1 型は第 1 室と第 2 室ともに嫌気ろ床

槽を採用しているが、大きさは様々である。貯留汚泥

の好気処理を採用している CC2型とMCN1型、MCN2  

図 1 容量割合(%)/S1 型の総容量 

 

型が最も容量が小さい。 

2 次処理容量は S1 型>CC2 型>H1 型≒CC1 型＞

MCN1 型と MCN2 型となっている。S1 型と CC2 型は

沈殿槽を有しており、沈殿槽を有していないその他の

型式と比べると容量が大きい。MCN1 型と MCN2 型

が 11％と最小である。 

 

3. 調査項目と試験方法 

 水質に関する調査項目は、消毒前処理水の透視度、

溶存酸素（DO）、pH、SS、BOD、硝化を抑制した生

物化学的酸素要求量（C-BOD）、有機性炭素（TOC）、

T-N、アンモニア性窒素（NH4-N）、亜硝酸性窒素

（NO2-N）、硝酸性窒素（NO3-N）りん（T-P）および

消毒後処理水の遊離残留塩素、総残留塩素、大腸菌群、

大腸菌とした。消毒後処理水は消毒槽で採水した。た

だし、放流ポンプ槽が設置されている場合は、放流ポ

ンプ槽で採水した。大腸菌に関しては、環境省におい

て生活環境項目の新たな環境基準項目として大腸菌数

を導入することが検討されている7）ため測定すること

とした。 

処理状況に関する調査項目は、接触ばっ気槽の DO、

pH、水温および循環水量とした。測定は DO メ－タ－

（飯島電子製）、pH メ－タ－（東興化学研究所製）、

アルコール温度計を用いて測定した。循環水量は循環

水を採取時間と容器にて採取した容量から、1 分値に

換算して求めた。循環水量が流入水量に対する循環比

（Q）で標準値が設定されているものについては、居

住人数 1 人につき 0.2m3/（人・日）とした 1 日水量に

対する比で示した。 

水質分析は下水道試験法 1997 年版に準拠した。SS

はガラス繊維ろ紙法、BODのDO測定は隔膜電極法（飯
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島電子製）、T-N は紫外線吸光光度法（島津作所製）、

NH4-Nはフローインジェクト法を用いたインドフェノ

ール青吸光光度法（ポンプ：Watson Marlon 製、検出器

：HIRAMA 製）、NO3-N 及び NO2-N はイオンクロマ

トグラフ法で紫外吸光度検出器（島津製作所製）220nm

で測定した。T-P はペルオキソ二硫酸カリウムによる

分解法、TOC は燃焼酸化－赤外線式 TOC 自動計測法

（島津製作所製）を用いた。大腸菌群はデソキシコレ

ート寒天培地（日水製薬製）、大腸菌は XM-G 寒天培

地（日水製薬製）で培養後に計測した。 

 

結果および考察 

 

1. 運転状況 

水温は 27.2～31.1℃であった。浄化槽の運転状況と

して、ばっ気槽 DO、沈殿槽 pH、および循環水量を表

2 に示す。ばっ気槽 DO は 1.5～7.0mg/L の範囲であっ

た。ばっ気槽 DO は、すべてが、浄化槽の維持管理上

の目安である 1.0mg/L以上であった。 

沈殿槽 pH は 6.5～7.5の範囲で概ね中性であった。 

循環水量の標準設定値は、1 分あたりの水量が設定

されている型式（H1 型：1.9～2.4L/分、MCN1 型：2.0

～2.9L/分、MCN2 型：1.8～3.3L/分）と循環比 Q（流

入水量に対する水量割合）が設定されている型式（S1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 DO、pH、循環水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型、CC1 型、CC2 型、いずれも 1～3Q）がある。循環

水量が設定範囲内であったものは、13 基中 2 基と少な

かった。 

 

2. 透視度、BOD、TOC、SS、窒素、りん 

消毒前処理水の透視度、BOD、TOC、SS、窒素、り

ん濃度を表 3 に示す。  

BOD は浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透視度 BOD C-BOD TOC SS T-N NH4-N NO2-N NO3-N T-P

度 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1 ＞50 3 2 6.0 1 9.3 ＜0.1 ＜0.1 7.53 3.50

2 ＞50 4 4 7.9 5 7.9 0.20 ＜0.1 6.44 2.15

3 46 7 5 7.6 5 9.7 2.07 0.12 7.10 2.89

4 ＞50 1 1 4.8 ＜1 5.2 ＜0.1 ＜0.1 4.98 3.52

5 26 7 7 9.8 10 8.7 2.84 ＜0.1 3.05 4.63

6 ＞50 4 3 8.2 3 12.0 0.23 ＜0.1 11.7 5.01

7 ＞50 5 4 6.9 4 8.6 ＜0.1 0.12 6.60 2.06

8 ＞50 3 2 5.1 2 7.0 ＜0.1 ＜0.1 6.82 2.40

構造例示型 9 ＞50 7 6 9.4 4 25.7 18.9 0.11 1.31 4.00

10 30 13 6 7.8 10 22.9 8.55 0.35 13.2 3.90

11 41 17 16 15.0 4 38.0 34.9 ＜0.1 ＜0.1 5.19

12 ＞50 6 4 8.7 5 18.8 0.61 0.19 14.2 3.71

13 26 13 12 14.2 11 11.9 3.28 0.70 4.68 2.90

14 22 10 9 12.3 18 25.3 14.4 0.74 3.95 3.27

15 ＞50 9 5 12.7 5 22.4 8.57 0.35 10.6 5.88

構造種別 No.

高度
処理型

コンパクト型

モア
コンパクト型

表3 2次処理水の水質 

DO(mg/L) ｐH

ばっ気槽 沈殿槽 測定値 設定値 測定値 設定値

1 1.5 7.0 1.1 - -

2 5.2 7.1 1.2 - -

3 3.1 7.0 1.8 - -

4 6.5 6.8 1.3 - -

5 2.7 7.0 3.1 - -

6 2.9 6.6 2.0 - -

7 5.3 7.0 1.1 - -

8 4.7 7.1 2.6 - -

9 3.0 7.3 - - 4.3

10 2.2 6.7 - - 1.3

11 5.3 7.5 - - 11.9

12 5.5 6.5 - - 0*

13 5.8 6.9 1.9 - -

14 4.1 7.2 0.4 - -

15 7.0 6.9 0* 1.8～3.3 - -

*:低水位で循環なし

1.9～2.4

１～3

2.0～2.9

No.
循環水量(L/分) 循環水量(Q)
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である 20mg/L以下であった。各型式の性能評定値（15、

10mg/L 以下）についても、すべての浄化槽（15mg/L

以下 3 基、10mg/L以下 8 基）で満足していた。 

TOC は 4.8～15.0mg/L の範囲であった。高度処理型

と構造例示型は、すべて 10mg/L以下であった。 

SS は 1 未満～18mg/Lの範囲であった。SS の処理性

能値を持つものは H1 型の 10mg/L 以下と MCN1 型と

MCN2 型の 15mg/L以下である。H1 型と MCN2 型は処

理性能値以下であったが、MCN1 型は 1 基が処理性能

値を超えた。 

T-N は 5.2～38.0mg/L の範囲であった。窒素除去性

能を持つ（性能評定値は、H1 型が 10mg/L以下、MCN1

型と MCN2 型が 20mg/L以下）11 基のうち 9 基が大臣

認定値（20mg/L）以下であった。H1 型は 8 基すべて

が 20mg/L 以下であり、そのうちの 7 基が 10mg/L以下

であった。 

T-P は 2.06～5.88mg/Lの範囲であった。 

今回調査した居住人数 3～5 人の 5人槽、6 型式、15

基において、BOD は、総容量が構造例示型の 45％程

度のモアコンパクト型を含むすべての型式において、

大臣認定値(20mg/L)以下であった。 

特に H1 型は清掃からの経過月数が 9～10ヵ月でも

処理性能が低下する様子がなかった。吉田らの報告 8)

にもあるように、低値で安定している傾向がみられた。

本型式は、BOD のみならず T-N、TOC、SS も低値で

安定している傾向が見られた。 

 

3.残留塩素、大腸菌群数、大腸菌数 

消毒後処理水の残留塩素と大腸菌群、大腸菌を表 4

に示す。残留塩素は No.11を除く 14件で検出され、こ

れらすべての大腸菌群が、浄化槽に求められる処理性

能である 3,000 個/cm3以下であり、大腸菌は、1 個/cm3

未満が 10 検体、検出されたものが 5 検体（1～3,200

個/cm3）であった。残留塩素が検出されなかった No.11

は、大腸菌群、大腸菌がともに 3,000 個/cm3を超えた。

この浄化槽は消毒薬は設置されていたが、残留塩素が

検出されなかった。その原因としては、NH4-N 濃度が

約 35mg/L と高いために、残留塩素が消費されやすい

状況であったことや、循環水量が 11.9Q とかなり大き

かったことから、空気配分バランスが崩れていたこと

などが疑われたが、不明であった。 

表 4 放流水の残留塩素と大腸菌群、大腸菌 
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